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世
界
保
健
機
関
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
宣
言
す
る
な
か
、
医
療
体
制
が
脆
弱
な
北
朝
鮮
に
不

当
に
拘
束
さ
れ
た
ま
ま
の
拉
致
被
害
者
の
健
康
が
よ
り
一
層
心
配
さ
れ
る
。
一
刻
も
早
く
拉
致
被
害
者
を
救
出
す
る
必
要
が
あ

る
が
、
我
が
国
は
本
年
二
月
開
催
の
国
連
人
権
理
事
会
に
提
出
さ
れ
た
北
朝
鮮
人
権
状
況
決
議
案
で
提
出
国
に
復
帰
せ
ず
、
共

同
提
案
国
に
復
帰
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。 

 

本
年
二
月
に
国
際
人
権
団
体
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ラ
イ
ツ
・
ウ
ォ
ッ
チ
を
は
じ
め
と
す
る
五
十
以
上
の
団
体
と
個
人
が
安
倍
晋
三

内
閣
総
理
大
臣
あ
て
の
共
同
書
簡
で
提
出
国
復
帰
を
求
め
た
。
個
人
の
署
名
者
に
は
増
元
照
明
前
拉
致
被
害
者
家
族
連
絡
会
事

務
局
長
、
ト
マ
ス
・
オ
ヘ
ア
・
キ
ン
タ
ナ
国
連
北
朝
鮮
人
権
状
況
特
別
報
告
者
、
マ
ル
ズ
キ
・
ダ
ル
ス
マ
ン
元
国
連
北
朝
鮮
人

権
状
況
特
別
報
告
者
、
ウ
ィ
テ
ィ
ッ
ト
・
ム
ン
タ
ボ
ー
ン
元
国
連
北
朝
鮮
人
権
状
況
特
別
報
告
者
ら
が
含
ま
れ
る
。
書
簡
は
北

朝
鮮
人
権
問
題
で
国
際
的
圧
力
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
こ
う
し
た
事
態
の
前
向
き
な
進
展
は
、
安
倍
総
理
の
リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ
と
日
本
政
府
の
尽
力
な
し
に
は
実
現
で
き
な
い
も
の
で
し
た
」
と
高
く
評
価
し
た
う
え
で
、
「
し
か
し
、
金
正
恩
政

権
へ
の
圧
力
を
和
ら
げ
て
も
、
人
権
状
況
の
改
善
や
拉
致
問
題
の
解
決
が
実
現
す
る
見
込
み
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
白
旗

は
、
北
朝
鮮
の
虚
勢
に
助
け
船
を
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
代
償
を
払
う
こ
と
な
く
人
権
侵
害
を
継
続
で
き
る
と
い
う
メ
ッ
セ
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ー
ジ
を
送
っ
て
し
ま
う
の
で
す
」
「
日
本
が
こ
れ
ま
で
と
っ
て
き
た
北
朝
鮮
に
関
す
る
人
権
重
視
外
交
を
再
び
高
く
掲
げ
る
よ

う
、
強
く
要
請
す
る
次
第
で
す
」
と
訴
え
た
。 

 

そ
こ
で
お
尋
ね
す
る
が
、
拉
致
被
害
者
の
全
員
帰
国
が
実
現
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
本
年
末
の
国
連
総
会
や
次
回
の

人
権
理
事
会
に
提
出
す
る
北
朝
鮮
人
権
状
況
決
議
案
で
我
が
国
は
提
出
国
に
復
帰
す
る
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


